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○

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
十
号
）
（
抄
）
（
本
則
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
業
務
の
委
託
の
範
囲
等
）

（
業
務
の
委
託
の
範
囲
等
）

第
七
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

第
七
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
と
す

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
業
務
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
と
す

る
。

る
。

一

法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

次
に
掲
げ
る
業
務

一

法
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者

次
に
掲
げ
る
業
務

イ

譲
り
受
け
た
貸
付
債
権
に
係
る
元
利
金
の
回
収
そ
の
他
回
収
に
関
す
る
業

イ

譲
り
受
け
た
貸
付
債
権
に
係
る
元
利
金
の
回
収
そ
の
他
回
収
に
関
す
る
業

務

務

ロ

住
宅
融
資
保
険
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
三
条
に
規
定
す

ロ

住
宅
融
資
保
険
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
三
条
に
規
定
す

る
保
険
関
係
が
成
立
し
た
貸
付
け
に
つ
い
て
保
険
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第

る
保
険
関
係
が
成
立
し
た
貸
付
け
に
つ
い
て
保
険
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第

五
十
六
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
得
し
た
貸
付
債
権
に
係

五
十
六
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
得
し
た
貸
付
債
権
に
係

る
元
利
金
の
回
収
そ
の
他
回
収
に
関
す
る
業
務

る
元
利
金
の
回
収
そ
の
他
回
収
に
関
す
る
業
務

ハ

法
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
十
号
ま
で
並
び
に
第
二
項
第
二
号
、

ハ

法
第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
並
び
に
第
二
項
第
二
号
、

第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
の
業
務
（
貸
付
け
の
決
定
及
び
第
三
号
に
定

第
三
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
の
業
務
（
貸
付
け
の
決
定
及
び
第
三
号
に
定

め
る
業
務
を
除
く
。
）

め
る
業
務
を
除
く
。
）

ニ

法
第
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
の
業
務
（
同
号
に
規
定
す
る
生
命
保
険
又

ニ

法
第
十
三
条
第
一
項
第
十
号
の
業
務
（
同
号
に
規
定
す
る
生
命
保
険
又
は

は
生
命
共
済
に
係
る
契
約
の
締
結
を
除
く
。
）

生
命
共
済
に
係
る
契
約
の
締
結
を
除
く
。
）

二

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

二

法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者

前
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る

業
務
（
同
号
ハ
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
貸
付
債
権
に
係
る
元
利
金
の
回

業
務
（
同
号
ハ
に
掲
げ
る
業
務
に
あ
っ
て
は
、
貸
付
債
権
に
係
る
元
利
金
の
回

収
そ
の
他
回
収
に
関
す
る
業
務
に
限
る
。
）

収
そ
の
他
回
収
に
関
す
る
業
務
に
限
る
。
）

三

法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
（
次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
法
人
を

三

法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
（
次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
法
人
を

除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
業
務

除
く
。
）

次
に
掲
げ
る
業
務

イ

貸
付
金
に
係
る
建
築
物
若
し
く
は
建
築
物
の
部
分
の
工
事
、
災
害
復
興
建

イ

貸
付
金
に
係
る
建
築
物
若
し
く
は
建
築
物
の
部
分
の
工
事
、
災
害
復
興
建

築
物
、
避
難
指
示
・
解
除
区
域
原
子
力
災
害
代
替
建
築
物
（
福
島
復
興
再
生

築
物
、
避
難
指
示
・
解
除
区
域
原
子
力
災
害
代
替
建
築
物
（
福
島
復
興
再
生

特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す

特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す

る
避
難
指
示
・
解
除
区
域
原
子
力
災
害
代
替
建
築
物
を
い
う
。
）
若
し
く
は

る
避
難
指
示
・
解
除
区
域
原
子
力
災
害
代
替
建
築
物
を
い
う
。
）
若
し
く
は
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原
子
力
災
害
代
替
建
築
物
（
同
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
代

原
子
力
災
害
代
替
建
築
物
（
同
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す
る
原
子
力
災
害
代

替
建
築
物
を
い
う
。
）
の
建
設
若
し
く
は
被
災
建
築
物
の
補
修
に
付
随
す
る

替
建
築
物
を
い
う
。
）
の
建
設
若
し
く
は
被
災
建
築
物
の
補
修
に
付
随
す
る

堆
積
土
砂
の
排
除
そ
の
他
の
宅
地
の
整
備
に
関
す
る
工
事
、
災
害
予
防
関
連

堆
積
土
砂
の
排
除
そ
の
他
の
宅
地
の
整
備
に
関
す
る
工
事
、
災
害
予
防
関
連

工
事
又
は
法
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
（
福
島
復
興

工
事
又
は
法
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
貸
付
け
（
福
島
復
興

再
生
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除

再
生
特
別
措
置
法
第
三
十
一
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）
に
係
る
土
地
の
補
修
に
関
す
る
工
事
の
審
査

く
。
）
に
係
る
土
地
の
補
修
に
関
す
る
工
事
の
審
査

ロ

建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
の
購
入
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
当

ロ

建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
の
購
入
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
当

該
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
の
規
模
、
規
格
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の

該
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
の
規
模
、
規
格
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の

審
査

審
査

四

法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
（
次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
法
人
に

四

法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
（
次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
法
人
に

限
る
。
）

建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
の
建
設
、
購
入
又
は
改
良
に
必
要
な

限
る
。
）

建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
の
建
設
、
購
入
又
は
改
良
に
必
要
な

資
金
の
貸
付
け
に
係
る
当
該
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
の
構
造
方
法
に
係
る

資
金
の
貸
付
け
に
係
る
当
該
建
築
物
又
は
建
築
物
の
部
分
の
構
造
方
法
に
係
る

構
造
計
算
に
つ
い
て
の
審
査

構
造
計
算
に
つ
い
て
の
審
査

２

法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と

２

法
第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
政
令
で
定
め
る
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
法
人
と

す
る
。

す
る
。

一

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検
査
機

一

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
確
認
検
査
機

関
で
あ
る
法
人

関
で
あ
る
法
人

二

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
構
造
計

二

建
築
基
準
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
構
造
計

算
適
合
性
判
定
機
関
で
あ
る
法
人

算
適
合
性
判
定
機
関
で
あ
る
法
人

三

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一

三

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一

号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
で
あ
る
法
人

号
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
で
あ
る
法
人


